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港区建築物耐震診断助成要綱

平成８年６月５日

８港街建第８９号

（目的）・

第１条 この要綱は、建築物の所有者が建築物の耐震診断を行う場合に、これに要

した費用の一部について助成金を交付することにより、建築物の安全性に対する

意識を啓発し、災害に強い街づくりを目指すことを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において「耐震診断」とは、予想される大地震に対して、建築物

が耐震性能を保有しているかどうかを判断するために行う調査をいう。

（対象建築物）

第３条 助成の対象となる建築物は、次に掲げる要件に該当する区内の建築物とす

る。ただし、港区木造住宅耐震診断事業実施要綱（平成１７年８月１日１７港街

建第５５号）に基づく耐震診断の対象となる建築物を除く。

（１） 昭和５６年５月３１日以前に建築確認を受けて建築した建築物で、別表

第１に掲げる用途の建築物であること。

（２） 原則として建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）に適合している建

築物であること。

２ 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた建築物は助成の対象とする

ことができる。

３ 第１項に規定する建築物が、区分所有建築物であるときは、区分所有者の集会

における耐震診断の実施についての決議を、共有建築物であるときは、耐震診断

の実施についての共有者全員の同意を必要とするものとする。

（助成対象者）

第４条 耐震診断の助成を受けることができる者は、前条に規定する建築物の所有

者（国、地方公共団体及びこれに準ずるものを除く。）とする。ただし、区分所

有建築物にあっては、区分所有者によって合意された代表者、共有建築物にあっ

ては、共有者によって合意された代表者とする。

２ 助成の対象となる耐震診断は、次の各号のいずれかに該当する機関に委託し、

実施するものとする。

（１） 社団法人 東京都建築士事務所協会

（２） 財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター

（３） 財団法人 日本建築防災協会

（助成金額）

第５条 助成金の額は、別表第２のとおりとし、予算の範囲内で交付するものとする。

｀
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（助成金交付申請手続）

第６条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震診断の着手前に、建築物耐震診

断助成金交付申請書（第１号様式）に別表第３に掲げる関係書類を添えて、区長

に申請しなければならない。

（助成金交付決定及び通知）

第７条 区長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助

成金を交付することを決定したときは、建築物耐震診断助成金交付決定通知書（

第２号様式。以下「交付決定通知書」という。）により、申請者に通知するもの

とする。

２ 区長は、前項の審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、建築

物耐震診断助成金不交付決定通知書（第３号様式）により、申請者に通知するも

のとする。

（権利譲渡の禁止）

第８条 前条第土墳の規定により、助成金の交付決定を受けた者（以下「助成決定

者」という。）は,助成金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は、担保に供して

はならない。

（耐震診断の着手）

第９条 助成決定者は、交付決定通知書を受領後、適やかに耐震診断に着手し、着

手したときは、直ちに建築物耐震診断着手届（第４号様式）により、区長に届け

出なければならない。

（耐震診断の取りやめ）

第１０条 助成決定者は、事情により耐震診断を取りやめるときは、建築物耐震診

断取りやめ届（第５号様式）により、区長に届け出なければならない。

（完了報告）

第１１条 助成決定者は、耐震診断が完了したときは、建築物耐震診断完了報告書

（第６号様式）に、次の書類を添えて、区長に報告しなければならない。

（１） 耐震診断報告書

（２） 耐震診断受託書

（３） 耐震診断費用の支払額が証明できる書類

（助成金の額の決定）

第１２条 区長は、助成決定者が提出した前条の完丁報告書の内容を審査し、助成

金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき

助成金の額を確定し、建築物耐震診断助成金確定通知書（第７号様式）により、

助成決定者に通知するものとする

（助成金の交付請求）

第１３条 前条の通知を受けた助成決定者は、建築物耐震診断助成金交付請求書（

第８号様式）により、区長に助成金の交付を請求しなければならない。

（助成金の交付）
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第１４条 区長は、前条の規定により助成金の請求を受けたときは、助成金を交付

するものとする。

（助成金交付決定の取消）

第１５条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の

交付決定を取り消すことができる。

（１） 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

（２） 助成金を他の用途に使用したとき。

（３） 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

（４） 事情により耐震診断を取りやめたとき。

２ 区長は、前項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消したときは、建築物耐

震診断助成金交付決定取消通知書（第９号様式）により、助成決定者に通知する

ものとする。

（助成金の返還）

第１６条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

すでに助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることがで

きる。

（その他）

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定める。

付 則

１ この要綱は、平成８年６月１０目から施行する。

２ 東京都港区木造建築物耐震診断助成要綱（平成７年８月１目付け７港都建第１５０

号）は、廃止する。

付 則

この要綱は、平成１０年８月２６目から施工する。

付 則

この要綱は、平成１７年８月１目から施工する。

付 則

この要綱は、平成１８年４月１目から施行する。

別記 建築物耐震診断助成金交付申請書（第１号様式）

建築物耐震診断助成金交付決定通知書（第２号様式）

建築物耐震診断助成金不交付決定通知書（第３号様式）

建築物耐震診断着手届（第４号様式）

建築物耐震診断取りやめ届（第５号様式）

建築物耐震診断完了報告書（第６号様式）

建築物耐震診断助成金確定通知書（第７号様式）

建築物耐震診断助成金交付請求書（第８号様式）

建築物耐震診断肋成金交付決定取消通知書（第９号様式）
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別表第１

構 造 建築物の用途

（１）在来軸組工法による住宅、下宿、店舗、食堂、喫茶店、美容

木 造 院、理髪店

（２）在来軸組工法による共同住宅、幼稚園、診療所、病院、公衆浴

場、児童福祉施設等

（１）住宅、下宿、店舗（大規模小売店舗を除く。）、食堂、喫茶店、

非木造 美容院、理髪店

（２）幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、児童福祉施設等

（３）共同住宅

（備考）１ この表の建築物の用途は、建築物の用途に供する部分の床面積の合計

が延べ面積の７／１０以上のものとする。

２ 児童福祉施設等とは、児童福祉施設、助産所、身体障害者更生援護施

設、精神障害者社会復帰施設、保護施設、婦人保護施設、精神薄弱者

援護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム又は母子保健施設をいう

別表第２

構 造 建 築 物 の 用 途 助 成 額

別表第１ 在来軸組工法による住宅、下宿、 耐震診断に要した費用の１０分の７の

木造の(1) 店舗、食堂、喫茶店、美容院、理 額とし、その額が１０万円を超えると

髪店 きは、１０万円とする。

別表第１ 在来軸組工法による共同住宅、幼 耐震診断に要した費用の１０分の７

木造の(2) 稚園、診療所、病院、公衆浴場、 のl額とし、その額が１５万円を超え

児童福祉施設等 るときは、１５万円とする。

別 表 第 住宅、下宿、店舗（大規模小売店 耐震診断に要した費用の１０分の６．

１非木造 舗を除く。）食堂、喫茶店、美容 ５の額とし、その額が１００万円を超

の(1) 院、理髪店 えるときは、１００万円とする。

別 表 第 幼稚園、診療所、病院、公衆浴場、 耐震診断に要した費用の１０分の６．

１非木造 児童福祉施設等 ５の額とし、その額が１５０万円を超

の(2) えるときは、１５０万円とする。

別 表 第 共同住宅 耐震診断に要しか費用の１０分の６．

１非木造 ５の額とし、その額が２００万円を超

の(3) えるときは、２００万円とする。ただ

し、延べ面積５，０００・以上で、か

つ住戸数が６０戸以上の共同住宅につ

いては、住戸数により次に掲げる金額

を限度とする。

１ 60戸から69戸まで２１０万円

２ 70戸から79戸まで２２０万円

３ 80戸から89戸まで２３０万円

４ 90戸から99戸まで２４０万円

５ 100戸以上 ２５０万円
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（備考）１ 助成額に１，０００円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨

てた額とする。

２ 同一敷地内に耐震診断の助成対象となる建築物が複数ある場合におい

て、同時に耐震診断を実施するときは、耐震診断に要する費用が最も高

額である建築物の耐震診断に対して助成する。

別表第３

第６条の申請書に添付する書類

１ 当該建築物の確認通知書

２ 当該建築物の検査済証

３ 上記１又は２の書類がない場合は、建築確認年月日又は建築竣工年月日

が確認できるもの

４ 当該建築物の登記事項証明書又は権利書

５ 申請者が法人である場合は、当該法人の商業登記簿謄本

６ 当該建築物が区分所有建築物である場合は、区分所有者の集会で耐震診

断の実施について賛成であることが分かる決議書等

７ 当該建築物が共有建築物である場合は、耐震診断の実施について共有者

全員が同意していることが分かる書類

８ 区分所有建築物である場合は、区分所有者によって合意された代表者で

あることが分かる書類

９ 共有建築物である場合は、共有者によって合意された代表者であること

が分る書類

１０ 当該建築物の耐震診断見積書


